
別添１　構想区域単位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

都道府県
番号

都道府県
構想区域
番号

構想区域名

解析していない理由 解析予定時期

記載例
XXXX/XX

01 北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 北海道 0104 札幌 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01 北海道 0101 南渡島 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01 北海道 0105 後志 0 0 0 0 0 0 0 0 0
↓ ↓ ↓
記載 記載 記載

【Ⅱ】
令和４年７月１日時点

（2022年度病床機能報告）

「2022年度病床機能報告における2025年
の病床数の見込み」と「将来の病床数の
必要量」に生じている差異について解析
していますか。

a_病床機能報告を用いて解析している
b_病床機能報告に加え、その他のデータ
（ＤＰＣデータ等）を用いて解析してい
る
c_解析していない

「c」を選択した場合

慢
性
期

合
計

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

【Ⅲ】と【Ⅳ】の差
【Ⅳ】

2025年の病床の必要量

【Ⅲ】
令和７年７月１日時点（予定）
（2022年度病床機能報告）

「b」を選択した場合、その
他のデータ名を記載

１．将来の病床数の必要量との差異について　→機能別の病床数

【Ⅰ】
平成27年７月１日時点

（2015年度病床機能報告）

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

合
計

合
計

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

合
計

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

合
計

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期



34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

「b」を選択した場合

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
病床数 病床数 病床数 病床数 記載 病床数 病床数 病床数 病床数 記載 記載 記載 病床数 病床数 病床数 病床数 記載 記載 病床数 病床数 病床数 病床数 記載 記載 病床数 病床数 病床数 病床数

解析した結果、生じている差異の要因及び当該要因に係る病床数は何床ありますか。

「a」又は「b」を選択した場合

要
因

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

c　その他の要因により説明できる差異（要因ごとに記載）

要
因

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

高
度
急
性
期

要
因

高
度
急
性
期

急
性
期

b　定量的基準の導入により説明できる差異

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

a　病床機能報告が病棟単位であることに起因する差異

具体的な解析方法

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

定量的基準の内容

病床機能報告を定量的
基準に基づいて行うよ
う求めていますか。

a_求めている
b_求めていない

求めていない理由

要因の具体的な内容

※　その他の要因が人員・施
設整備等の事情で、2025年ま
でに医療機能の再編の取組が
完了しないことが要因の場合
は、完了できない事情やその
後の見通しについて、具体的
に記載してください。

要因の具体的な内容

回
復
期

慢
性
期

※　その他の要因が人員・施
設整備等の事情で、2025年ま
でに医療機能の再編の取組が
完了しないことが要因の場合
は、完了できない事情やその
後の見通しについて、具体的
に記載してください。



63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

あり なし

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
記載 病床数 病床数 病床数 病床数 記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載

d　「a」から「c」まで
で説明できない差異

a_行った
b_行っていない

地域医療構想調整会議において、「データの特性だけでは説明できない差異」が生じている要因の分析及び評価を行い、公表していますか。

分析した具体的な要因

結果の公表の有無 行っていない理由 予定時期

記載例
XXXX/XX

要因の具体的な内容

高
度
急
性
期

急
性
期

回
復
期

慢
性
期

その議論の内容評価

「a」を選択した場合

公表先URL 公表していない理由※医師会等の構成員からの意
見、結論等を記載

「b」を選択した場合

※　その他の要因が人員・施
設整備等の事情で、2025年ま
でに医療機能の再編の取組が
完了しないことが要因の場合
は、完了できない事情やその
後の見通しについて、具体的
に記載してください。



76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

「a」を選択した場合 「c」を選択した場合 「a」を選択した場合

「a」を選択した場合

a_行った
b_行っていない

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載

「データの特性だけでは説明できない差異」が生じている構想区域においては、非稼働病棟等への対応を行いましたか。
※地域医療構想調整会議での協議も含む

「a」を選択した場合「b」を選択した場合

行っていない理由 予定時期

記載例
XXXX/XX

構想区域全体の2025年の医療
提供体制について、地域医療
構想調整会議で改めて協議を
行いましたか

a_行った
b_行っていない
が、今後、行う
予定
b_行っていない
（行う予定もな
い）

「b」を選択した場合

現時点で行っていない理由 予定時期

記載例
XXXX/XX

行っていない（予定もない）
理由

具体的な対応内容

「c」又は「d」に病床数を記載した場合

協議を踏まえて、
2025年の各医療機関
の役割分担の方向性
等について地域医療
構想調整会議で議論
を行いましたか。

「データの特性だけでは説明できない差異」が生じている構想区域においては、次の対応を行いましたか。

a_行った
b_行っていない

具体的な対応内容 行っていない理由 予定時期

記載例
XXXX/XX

「b」を選択した場合具体的な対応内容



89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

「a」を選択した場合 「c」を選択した場合

「a」を選択した場合

「a」を選択した場合

公表先のURL 公表していない理由 予定時期

記載例
XXXX/XX

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載

「b」を選択した場合

「a」を選択した場合

具体的な内容 策定していない理由 予定時期

記載例
XXXX/XX

工程表を公表してい
ますか。

a_公表している
b_公表していない

「データの特性だけでは説明できない差異」が生じている構想区域においては、非稼働病棟等への対応及び構想区域全体の2025年の医
療提供体制について改めて協議等の対応のほか、地域医療構想調整会議の意見を踏まえた必要な対応を行っていますか。

a_行った
b_行っていないが、今
後、行う予定
c_行っていない（行う
予定もない）

「b」を選択した場合

具体的な内容

現時点で行っていない理由 予定時期

記載例
XXXX/XX

行っていない（行う予定もな
い）理由

「データの特性だけでは説明できない差異」が生じている構想区域においては、次の対応を行いましたか。

当該構想区域の課題
を解決するための年
度ごとの工程表（Ｋ
ＰＩを含む）を策定
していますか。

a_策定している
b_策定していない

「a」を選択した場合

「b」を選択した場合



102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

２．構想区域の医療提供体制上の課題について　→

「a」を選択した場合 「a」を選択した場合 「a」を選択した場合 「a」を選択した場合 「a」を選択した場合 「a」を選択した場合 「a」を選択した場合

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載

医師の確保

a_ある
b_ない

a_ある
b_ない

具体的な内容 具体的な内容

a_ある
b_ない

医療提供体制
上の課題はあ
りますか。

a_ある
b_ない

具体的な内容

病床機能（高度急性期、急性期、
回復期、慢性期）の転換

医療機関間の連携（入退院、転院等）

a_ある
b_ない

具体的な内容

医療提供体制上の課題について、以下の課題はありますか。

具体的な内容

医師以外の医療従事者の確保

a_ある
b_ない

a_ある
b_ない

具体的な職種

救急医療体制の確保

a_ある
b_ない

具体的な内容

専門医療体制の確保医療機関と介護施設等の連携



117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

「a」を選択した場合 「a」を選択した場合 「a」を選択した場合 「a」を選択した場合 「a」を選択した場合 「a」を選択した場合 「a」を選択した場合

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
記載 記載 記載 記載 記載 記載 記載

医療提供体制上の課題について、以下の課題はありますか。

在宅医療の提供体制の確保

a_ある
b_ない

具体的な内容

患者が望む場所での
看取りが可能な体制の確保

a_ある
b_ない

具体的な内容

構想区域の設定（範囲・連携等）

a_ある
b_ない

具体的な内容

「a」を選択した場合

外来医療の提供体制の確保

a_ある
b_ない

具体的な内容

医療機関までのアクセス
（移動手段の確保等）

a_ある
b_ない

具体的な内容

市町村との連携

a_ある
b_ない

具体的な内容

データによる医療提供体制の評価

a_ある
b_ない

具体的な内容



131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

その他 a b c d e f g h i

「a」を選択した場合

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
記載 記載 1 1 1 記載 1 記載 1 記載 1 1 1 記載 1

具体的な内容
都
道
府
県
知
事
の
権
限
の
行
使

具体的な内容
そ
の
他

具体的な内容
再
編
検
討
区
域
へ
の
申
請

重
点
支
援
区
域
へ
の
申
請

特
に
取
組
を
行
う
予
定
は
な
い

医療提供体制上の課題を解決するため、どのような取組を行う予定ですか。【複数選択可】

デ
ー

タ
分
析

構
想
区
域
の
関
係
者
の
勉
強
会
等
（

地
域
医
療
構

想
調
整
会
議
以
外
の
も
の
）

の
開
催

具体的な内容
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
に
お
け
る
協
議

関
係
市
町
村
と
の
協
議

左記の医療提供体制上の課題の課題が「ある」と
選択した課題について、生じている差異との間に
関連はありますか。

a_ある
b_ない
c_考えていない

具体的な内容 具体的な内容



147 148 149 150 151 152 153 154 155

３．重点支援区域の申請見込み　→ ４．再編検討区域の申請見込み　→

「a」を選択した場合 「b」を選択した場合 「a」を選択した場合 「b」を選択した場合
「a」を選択し
た場合

「b」を選択した場合

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
記載 記載 記載 記載 記載 記載

【※既に重点支援区域に選定されている構想区域は回答不要】

再編検討区域の申請
を行った区域以外の
構想区域について、
再編検討区域の申請
を行う予定はありま
すか。

医療機能再編等の医療機関名
（任意）

申請を行わない理由

a_行う予定
b_行わない予定

【※再編検討区域の申請を行っていない区域のみ回答】 【※既に再編検討区域の申請を行っている区域のみ回答】

重点支援区域の申請を
行う予定はあります
か。

申請を行わない理由

a_行う予定
b_行わない予定

申請時期（見込
みでも可）

記載例
XXXX/XX

a_判断の結果、申請
を行う予定
b_判断の結果、申請
を行わない予定

医療機能再編等の医療機関名
（任意）

行わないと判断した理由

地域医療構想調整会
議において、重点支
援区域の申請を行う
か否かの判断を行い
ましたか。



別添２　都道府県単位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

１．都道府県知事の権限行使について　→

都道府県
番号

都道府県

a b c d a b c d

1 北海道
2 青森
3 岩手

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

該当医療機関数 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 1 1 1 記載 1 1 1 記載

令
和
４
年
７
月
１
日
時
点
で
休
棟
中
で
、

か
つ
、

過
去
１
年
間
に
病
棟

全
体
が
非
稼
働
で
あ
る
病
棟
を
有
す
る
医
療
機
関
数

調整会議
での議論
（通知
「地域医
療構想の
進め方に
ついて
（H30.2.7
）」）

命令（公
的等）
（医療法
第７条の
２第３
項）

要請
（公的等
以外）
（医療法
第30条の
12第１
項）

勧告
（公的等
以外）
（医療法
第30条の
12第２
項）

公表
（医療法
第７条の
２第６
項・第30
条の12第
３項）

具体的な
内容

ⅰ．非稼働病棟への対応

a_行使した
b_行使すべき
事案がなかっ
た
c_権限を行使
できなかった

罰則
（医療法
第87条）

現行の医療法上の都道府県知事の権限を行使しましたか
（令和４年度病床機能報告後～令和５年11月30日）

具体的な
内容

具体的な
内容

具体的な
内容

具体的な
内容

公表先URL

事
前
の
調
整
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

た
た
め

行使すべき事案なかった理由
【複数選択可】

「b」を選択した場合 「c」を選択した場合

権限を行使できなかった理由
【複数選択可】

権
限
行
使
は
訴
訟
リ
ス
ク
が
伴
う
た
め

権
限
行
使
は
医
療
機
関
と
の
信
頼
関
係
が
損

な
わ
れ
る
た
め

都
道
府
県
知
事
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
た
め

そ
の
他

権
限
の
行
使
を
検
討
中
で
あ
る
た
め

権
限
行
使
の
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ

た
た
め

そ
の
他

「a」を選択した場合



25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

a b c d a b c d

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 1 1 1 記載 1 1 1 記載

ⅱ．不足する医療機能への転換の促進の対応（病院の開設等の許可申請）

権
限
の
行
使
を
検
討
中
で
あ
る
た
め

権
限
行
使
の
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ

た
た
め

そ
の
他

権
限
行
使
は
訴
訟
リ
ス
ク
が
伴
う
た
め

権
限
行
使
は
医
療
機
関
と
の
信
頼
関
係
が
損

な
わ
れ
る
た
め

現行の医療法上の都道府県知事の権限を行使しましたか
（該当規定の施行日後～令和５年11月30日）

a_行使した
b_行使すべき
事案がなかっ
た
c_権限を行使
できなかった

具体的な
内容

勧告
（医療法
第27条の
２第１
項）

具体的な
内容

命令
（医療法
第27条の
２第２
項）

「b」を選択した場合 「c」を選択した場合

条件付き
開設許可
（医療法
第７条第
５項）

行使すべき事案なかった理由
【複数選択可】

権限を行使できなかった理由
【複数選択可】

事
前
の
調
整
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

た
た
め

都
道
府
県
知
事
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
た
め

そ
の
他

「a」を選択した場合

具体的な
内容

公表
（医療法
第27条の
２第３
項）

公表先URL



42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

a b c d a b c d

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 1 1 1 記載 1 1 1 記載

ⅲ．不足する医療機能への転換の促進の対応（地域医療構想調整会議）

現行の医療法上の都道府県知事の権限を行使しましたか
（該当規定の施行日後～令和５年11月30日）

a_行使した
b_行使すべき
事案がなかっ
た
c_権限を行使
できなかった

「a」を選択した場合 「b」を選択した場合 「c」を選択した場合

指示（公
的等）
（医療法
第30条の
16第１
項）

具体的な
内容

要請
（公的等
以外）
（医療法
第30条の
16第２
項）

具体的な
内容

勧告
（公的等
以外）
（医療法
第30条の
17）

具体的な
内容

公表
（医療法
第30条の
18）

公表先URL

行使すべき事案なかった理由
【複数選択可】

権限を行使できなかった理由
【複数選択可】

事
前
の
調
整
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

た
た
め

権
限
の
行
使
を
検
討
中
で
あ
る
た
め

権
限
行
使
の
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ

た
た
め

そ
の
他

権
限
行
使
は
訴
訟
リ
ス
ク
が
伴
う
た
め

権
限
行
使
は
医
療
機
関
と
の
信
頼
関
係
が
損

な
わ
れ
る
た
め

都
道
府
県
知
事
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
た
め

そ
の
他



59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

a b c d a b c d

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
該当医療機関数 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 1 1 1 記載 1 1 1 記載

ⅳ．令和４年度病床機能報告未報告医療機関への対応

未
報
告
医
療
機
関
数

現行の医療法上の都道府県知事の権限を行使しましたか
（令和４年度病床機能報告後～令和５年11月30日）

a_行使した
b_行使すべき
事案がなかっ
た
c_権限を行使
できなかった

「b」を選択した場合 「c」を選択した場合

督促
（通知
「地域医
療構想の
進め方に
ついて
（H30.2.7
）」）

具体的な
内容

命令
（医療法
第30条の
13第５
項）

具体的な
内容

公表
（医療法
第30条の
13第６
項）

公表先URL
過料

（医療法
第92条）

具体的な
内容

行使すべき事案なかった理由
【複数選択可】

権限を行使できなかった理由
【複数選択可】

事
前
の
調
整
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

た
た
め

権
限
の
行
使
を
検
討
中
で
あ
る
た
め

権
限
行
使
の
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ

た
た
め

そ
の
他

権
限
行
使
は
訴
訟
リ
ス
ク
が
伴
う
た
め

権
限
行
使
は
医
療
機
関
と
の
信
頼
関
係
が
損

な
わ
れ
る
た
め

都
道
府
県
知
事
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
た
め

そ
の
他

「a」を選択した場合



77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

「a」を選択した場合

a b c d a b c d

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
該当医療機関数 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 該当医療機関数 記載 1 1 1 記載 1 1 1 記載 記載

必
要
病
床
数
を
超
え
る
医
療
機
能
へ
の
転
換
予
定
の
医
療
機
関
数

現行の医療法上の都道府県知事の権限を行使しましたか
（令和４年度病床機能報告後～令和５年11月30日）

a_行使した
b_行使すべき
事案がなかっ
た
c_権限を行使
できなかった

「b」を選択した場合 「c」を選択した場合

書面の提
出の求め
（医療法
第30条の
15第１
項）

具体的な
内容

調整会議
での協議
（医療法
第30条の
15第２
項）

具体的な
内容

医療審議
会での理
由等の説
明（医療
法第30条
の15第４
項）

具体的な
内容

命令（公
的等）
（医療法
第30条の
15第６
項）

具体的な
内容

医療法上の都道府県
知事の権限や医療機
関の義務について、
追加又は見直しによ
り、医療提供体制上
の課題の解決につな
がると考えられるも
のはありますか。

a_ある（権限・義務
の追加・見直し）
b_ない

具体的な内容

具体的な
内容

「a」を選択した場合

要請
（公的等
以外）
（医療法
第30条の
15第７
項）

具体的な
内容

勧告
（公的等
以外）
（医療法
第30条の
17）

具体的な
内容

公表
（医療法
第30条の
18）

公表先URL
罰則

（医療法
第87条）

行使すべき事案なかった理由
【複数選択可】

権限を行使できなかった理由
【複数選択可】

事
前
の
調
整
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

た
た
め

権
限
の
行
使
を
検
討
中
で
あ
る
た
め

権
限
行
使
の
必
要
性
を
感
じ
な
か
っ

た
た
め

そ
の
他

権
限
行
使
は
訴
訟
リ
ス
ク
が
伴
う
た
め

権
限
行
使
は
医
療
機
関
と
の
信
頼
関
係
が
損

な
わ
れ
る
た
め

都
道
府
県
知
事
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
た
め

そ
の
他

ⅴ．必要病床数を超える医療機能への転換が予定されている場合の対応（令和４年度病床機能報告）


